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障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備  

及 び 運 営 に 関 す る 基 準  

                        平成18・９・29・厚生労働省令１７２号＝＝ 

改正平成19・３・30・厚生労働省令 ４３号－－ ( 施行＝平19年４月１日 )  

改正平成20・３・31・厚生労働省令 ８３号－－ ( 施行＝平20年４月１日 )  

改正平成21・３・30・厚生労働省令 ５７号－－ ( 施行＝平21年４月１日 )  

 

障害者自立支援法 （ 平成 １ ７ 年法律第 １ ２ ３ 号 ） 第 ４ ４ 条の規定に基づき 、 障害者自立支援法に基づ く 指定障害者支援施設

等の人員 、 設備及び運営に関する基準を次のよ う に定める 。  

 

第 １ 章  総  則 

（ 趣旨 ）  

第 １ 条  障害者自立支援法 （ 平成 １ ７ 年法律第 １ ２ ３ 号 。 以下 「 法 」 と い う 。） 第 ４ ４ 条第 １ 項の基準及び同条第 ２ 項の指定

障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準については 、 この省令の定める と こ ろによる 。  

（ 定義 ）  

第 ２ 条  この省令において 、 次の各号に掲げる用語の意義は 、 それぞれ当該各号に定める と こ ろによる 。  

一  利用者  障害福祉サービスを利用する障害者をい う 。  

二  施設障害福祉サービス  法第 ５ 条第 １ 項に規定する施設障害福祉サービスをい う 。  

三  支給決定  法第 １ ９ 条第 １ 項に規定する支給決定をい う 。  

四  支給決定障害者  法第 １ ９ 条第 １ 項の規定によ り同項に規定する支給決定を受けた障害者をい う 。  

五  支給量  法第 ２ ２ 条第 ４ 項に規定する支給量をい う 。  

六  受給者証  法第 ２ ２ 条第 ５ 項に規定する受給者証をい う 。  

七  支給決定の有効期間  法第 ２ ３ 条に規定する支給決定の有効期間をい う 。  

八  指定障害福祉サービス  法第 ２ ９ 条第 １ 項に規定する指定障害福祉サービスをい う 。  

九  指定障害福祉サービス等  法第 ２ ９ 条第 １ 項に規定する指定障害福祉サービス等をい う 。  

十  指定障害福祉サービス事業者等  法第 ２ ９ 条第 ２ 項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をい う 。  

十一  指定障害者支援施設等  法第 ３ ４ 条第 １ 項に規定する指定障害者支援施設等をい う 。  

十二  指定障害福祉サービス等費用基準額  指定障害福祉サービス等につき法第 ２ ９ 条第 ３ 項に規定する厚生労働大臣が定

める基準によ り算定し た費用の額 （ その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要し た費用 （ 特定費用 （ 法第 ２ ９ 条第 １

項に規定する特定費用をい う 。 以下同じ 。） を除 く 。） の額を超える と きは 、 当該現に指定障害福祉サービス等に要し た

費用の額 ） をい う 。  

十三  利用者負担額  指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又

は訓練等給付費の額を控除し て得た額をい う 。  

十四  法定代理受領  法第 ２ ９ 条第 ５ 項の規定によ り支給決定障害者が指定障害者支援施設等に支払 う べき指定障害福祉サ

ービス等に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） について 、 介護給付費又は訓練等給付費と し て当該支給決定障害者に支給す

べき額の限度において 、 当該支給決定障害者に代わり 、 当該指定障害者支援施設等に支払われる こ と をい う 。  

十五  常勤換算方法  指定障害者支援施設等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援施設等において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除する こ と によ り 、 当該指定障害者支援施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方

法をい う 。  

十六  昼間実施サービス  指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスの う ち施設入所支援を除いた ものをい う 。  

（ 指定障害者支援施設等の一般原則 ）  

第 ３ 条  指定障害者支援施設等は 、 利用者の意向 、 適性 、 障害の特性その他の事情を踏まえた計画 （ 以下 「 個別支援計画 」 と

い う 。） を作成し 、 これに基づき利用者に対し て施設障害福祉サービスを提供する と と もに 、 その効果について継続的な評

価を実施する こ と その他の措置を講ずる こ と によ り利用者に対し て適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供し なけれ

ばな ら ない 。  

２  指定障害者支援施設等は 、 利用者の意思及び人格を尊重し て 、 常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提

供に努めなければな ら ない 。  

３  指定障害者支援施設等は 、 利用者の人権の擁護 、 虐待の防止等のため 、 責任者を設置する等必要な体制の整備を行 う と と

もに 、 その従業者に対し 、 研修を実施する等の措置を講ずるよ う 努めなければな ら ない 。  

 

第 ２ 章  指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運営に関する基準 
第 １ 節  人員に関する基準 

（ 従業者の員数 ）  
第 ４ 条  指定障害者支援施設等に置 く べき従業者及びその員数は 、 次のと お り とする 。  

一  生活介護を行 う 場合 
イ  生活介護を行 う 場合に置 く べき従業者及びその員数は 、 次のと お り とする 。  

（ １ ）  医師  利用者に対し て日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行 う ために必要な数 
（ ２ ）  看護職員 （ 保健師又は看護師若し く は准看護師をい う 。 以下同じ 。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援

員 
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（ 一 ）  看護職員 、 理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は 、 生活介護の単位ご と に 、 常勤換算方法で 、

（ イ ） から （ ハ ） までに掲げる平均障害程度区分 （ 厚生労働大臣が定める と こ ろによ り算定し た障害程度区分の平

均値をい う 。 以下同じ 。） に応じ 、 それぞれ （ イ ） から （ ハ ） までに掲げる数とする 。  
（ イ ）  平均障害程度区分が ４ 未満  利用者の数を ６ で除し た数以上 
（ ロ ）  平均障害程度区分が ４ 以上 ５ 未満  利用者の数を ５ で除し た数以上 
（ ハ ）  平均障害程度区分が ５ 以上  利用者の数を ３ で除し た数以上 

（ 二 ）  看護職員の数は 、 生活介護の単位ご と に 、 １ 以上とする 。  
（ 三 ）  理学療法士又は作業療法士の数は 、 利用者に対し て日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練を行 う 場合は 、 生活介護の単位ご と に 、 当該訓練を行 う ために必要な数と する 。  
（ 四 ）  生活支援員の数は 、 生活介護の単位ご と に 、 １ 以上と する 。  

（ ３ ）  サービス管理責任者 （ 施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行 う 者と し て厚生労働大臣が定める

ものをい う 。 以下同じ 。） （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる利用者の数の区分に応じ 、 それぞれ （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる

数 
（ 一 ）  利用者の数が ６ ０ 以下  １ 以上 
（ 二 ）  利用者の数が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数

以上 
ロ  イ （ ２ ） の生活介護の単位は 、 生活介護であっ て 、 その提供が同時に １ 又は複数の利用者に対し て一体的に行われる

ものをい う 。  
ハ  イ （ ２ ） の理学療法士又は作業療法士を確保する こ とが困難な場合には 、 これらの者に代えて 、 日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止するための訓練を行 う 能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と し て置 く こ とができ

る 。  
ニ  イ （ ２ ） の生活支援員の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  
ホ  イ （ ３ ） のサービス管理責任者の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  

二  自立訓練 （ 機能訓練 ） （ 障害者自立支援法施行規則 （ 平成 １ ８ 年厚生労働省令第 １ ９ 号 。 以下 「 規則 」 と い う 。） 第 ６

条の ６ 第 １ 号に規定する自立訓練 （ 機能訓練 ） をい う 。 以下同じ 。） を行 う 場合 
イ  自立訓練 （ 機能訓練 ） を行 う 場合に置 く べき従業者及びその員数は 、 次のと お り とする 。  

（ １ ）  看護職員 、 理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 
（ 一 ）  看護職員 、 理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は 、 常勤換算方法で 、 利用者の数を ６ で除し た

数以上とする 。  
（ 二 ）  看護職員の数は 、 １ 以上とする 。  
（ 三 ）  理学療法士又は作業療法士の数は 、 １ 以上とする 。  
（（四 ）  生活支援員の数は 、 一以上とする 。  

（ ２ ）  サービス管理責任者 （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる利用者の数の区分に応じ 、 それぞれ （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる

数 
（ 一 ）  利用者の数が ６ ０ 以下  １ 以上 
（ 二 ）  利用者の数が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に一を加えて得た数

以上 
ロ  指定障害者支援施設等が 、 指定障害者支援施設等における自立訓練 （ 機能訓練 ） に併せて利用者の居宅を訪問する こ

と によ り 、 自立訓練 （ 機能訓練 ） （ 以下この条において 「 訪問による自立訓練 （ 機能訓練）」とい う 。） を提供する場合

は 、 イに掲げる員数の従業者に加えて 、 当該訪問による自立訓練 （ 機能訓練 ） を提供する生活支援員を １ 人以上置 く も

のとする 。  
ハ  イ （ １ ） の理学療法士又は作業療法士を確保する こ とが困難な場合には 、 これらの者に代えて 、 日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止するための訓練を行 う 能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員と し て置 く こ とができ

る 。  
ニ  イ （ １ ） の看護職員の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  
ホ  イ （ １ ） の生活支援員の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  
ヘ  イ （ ２ ） のサービス管理責任者の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  

三  自立訓練 （ 生活訓練 ） （ 規則第 ６ 条の ６ 第 ２ 号に規定する自立訓練 （ 生活訓練 ） をい う 。 以下同じ 。） を行 う 場合 
イ  自立訓練 （ 生活訓練 ） を行 う 場合に置 く べき従業者及びその員数は 、 次のと お り とする 。  

（ １ ）  生活支援員  常勤換算方法で 、 利用者の数を ６ で除し た数以上 
（ ２ ）  サービス管理責任者 （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる利用者の数の区分に応じ 、 それぞれ （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる

数 
（ 一 ）  利用者の数が ６ ０ 以下  １ 以上 
（ 二 ）  利用者の数が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数

以上 
ロ  健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については 、 イ （ １ ） 中 「 生活支援員 」

と あるのは 「 生活支援員及び看護職員 」 と 、 「 常勤換算方法 」 と あるのは 「 生活支援員及び看護職員の総数は 、 常勤換

算方法 」 と読み替える ものとする 。 この場合において 、 生活支援員及び看護職員の数は 、 それぞれ １ 以上とする 。  
ハ  指定障害者支援施設等が 、 指定障害者支援施設等における自立訓練 （ 生活訓練 ） に併せて 、 利用者の居宅を訪問する

こ と によ り自立訓練 （ 生活訓練 ） （ 以下この条において 「 訪問による自立訓練 （ 生活訓練）」とい う 。） を行 う 場合は 、
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イ及びロに掲げる員数の従業者に加えて 、 当該訪問による自立訓練 （ 生活訓練 ） を提供する生活支援員を １ 人以上置 く

ものとする 。  
ニ  イ （ １ ） 又はロの生活支援員の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  
ホ  イ （ ２ ） のサービス管理責任者の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  

四  就労移行支援を行 う 場合 
イ  就労移行支援を行 う 場合に置 く べき従業者及びその員数は 、 次のと お り と する 。  

（ １ ）  職業指導員及び生活支援員 
（ 一 ）  職業指導員及び生活支援員の総数は 、 常勤換算方法で 、 利用者の数を ６ で除し た数以上とする 。  
（ 二 ）  職業指導員の数は 、 １ 以上とする 。  
（ 三 ）  生活支援員の数は 、 １ 以上とする 。  

（ ２ ）  就労支援員  常勤換算方法で 、 利用者の数を １ ５ で除し た数以上 
（ ３ ）  サービス管理責任者 （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる利用者の数の区分に応じ 、 それぞれ （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる

数 
（ 一 ）  利用者の数が ６ ０ 以下  １ 以上 
（ 二 ）  利用者の数が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数

以上 
ロ  イの規定にかかわらず 、 あん摩マツサージ指圧師 、 はり師及びきゆ う 師に係る学校養成施設認定規則 （ 昭和 ２ ６ 年文

部省 ・ 厚生省令第 ２ 号 ） によるあん摩マ ッサージ指圧師 、 はり師又はき ゅ う 師の学校又は養成施設と し て認定されてい

る指定障害者支援施設 （ 以下 「 認定指定障害者支援施設 」 と い う 。） が就労移行支援を行 う 場合に置 く べき従業者及び

その員数は 、 次のと お り とする 。  
（ １ ）  職業指導員及び生活支援員 

（ 一 ）  職業指導員及び生活支援員の総数は 、 常勤換算方法で 、 利用者の数を １ ０ で除し た数以上とする 。  
（ 二 ）  職業指導員の数は 、 １ 以上とする 。  
（ 三 ）  生活支援員の数は 、 １ 以上とする 。  

（ ２ ）  サービス管理責任者 （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる利用者の数の区分に応じ 、 それぞれ （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる

数 
（ 一 ）  利用者の数が ６ ０ 以下  １ 以上 
（ 二 ）  利用者の数が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数

以上  
ハ  イ （ １ ） 又はロ （ １ ） の職業指導員又は生活支援員の う ち 、 いずれか １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  
ニ  イ （ ２ ） の就労支援員の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  
ホ  イ （ ３ ） 又はロ （ ２ ） のサービス管理責任者の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  

五  施設入所支援を行 う 場合 
イ  施設入所支援を行 う ために置 く べき従業者及びその員数は 、 次のと お り と する 。  

（ １ ）  生活支援員  施設入所支援の単位ご と に 、 （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる利用者の数の区分に応じ 、 それぞれ

（ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる数と する 。 ただ し 、 自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 又は就労移行支援を受

ける利用者に対し てのみその提供が行われる単位にあっ ては 、 宿直勤務を行 う 生活支援員を １ 以上とする 。  
（ 一 ）  利用者の数が ６ ０ 以下  １ 以上 
（ 二 ）  利用者の数が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数

以上   
（ ２ ）  サービス管理責任者  当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを行 う 場合に配置されるサービス

管理責任者が兼ねる ものとする 。  
ロ  イの施設入所支援の単位は 、 施設入所支援であっ て 、 その提供が同時に １ 又は複数の利用者に対し て一体的に行われ

る ものをい う 。  
２  前項の利用者の数は 、 前年度の平均値とする 。 ただ し 、 新規に指定を受ける場合は 、 推定数による 。  
３  第 １ 項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は 、 生活介護の単位若し く は施設入所支援の単位ご と に専ら当該生活介

護若し く は当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 若し く は就労移行支

援の提供に当たる者でなければな ら ない 。 ただ し 、 利用者の支援に支障がない場合はこの限り でない 。  
（ 複数の昼間実施サービスを行 う 場合における従業者の員数 ）  

第 ５ 条  複数の昼間実施サービスを行 う 指定障害者支援施設等は 、 昼間実施サービスの利用定員の合計が ２ ０ 人未満である場

合は 、 前条第 １ 項第 １ 号ニ 、 第 ２ 号ニ及びホ 、 第 ３ 号ニ並びに第 ４ 号ハ （ ロ （ １ ） に係る部分を除 く 。） 及びニの規定にか

かわらず 、 当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行 う 場合に置 く べき従業者 （ 医師及びサービス管理責

任者を除 く 。） の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない とする こ とができ る 。  
２  複数の昼間実施サービスを行 う 指定障害者支援施設等は 、 前条第 １ 項第 １ 号イ （ ３ ） 及びホ 、 第 ２ 号イ （ ２ ） 及びヘ 、 第

３ 号イ （ ２ ） 及びホ並びに第 ４ 号イ （ ３ ）、 ロ （ ２ ） 及びホの規定にかかわらず 、 サービス管理責任者の数を 、 次の各号に

掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスの う ち厚生労働大臣が定める ものの利用者の数の合計の区分

に応じ 、 当該各号に掲げる数と し 、 この規定によ り置 く べき ものと されるサービス管理責任者の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤で

なければな ら ない とする こ とができ る 。  
一  利用者の数の合計が ６ ０ 以下  １ 以上 
二  利用者の数の合計が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数の合計が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た

数以上 
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（ 従たる事業所を設置する場合における特例 ）  
第 ５ 条の ２  指定障害者支援施設等は 、 当該指定障害者支援施設等における主たる事業所 （ 以下この条において 「 主たる事業

所 」 と い う 。） と一体的に管理運営を行 う 事業所 （ 以下この条において 「 従たる事業所 」 と い う 。） を設置する こ とができ

る 。  
２  従たる事業所を設置する場合においては 、 主たる事業所及び従たる事業所の従業者 （ サービス管理責任者を除 く 。） の う

ちそれぞれ １ 人以上は 、 常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければな ら ない 。  
 

第 ２ 節  設備に関する基準 
（ 設備 ）  

第 ６ 条  指定障害者支援施設等は 、 訓練 ・ 作業室 、 居室 、 食堂 、 浴室 、 洗面所 、 便所 、 相談室及び多目的室その他運営上必要

な設備を設けなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等の設備の基準は 、 次のと お り とする 。  

一  訓練 ・ 作業室 
イ  専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ご との用に供する ものである こ と 。 ただ し 、

利用者の支援に支障がない場合はこの限り でない 。  
ロ  訓練又は作業に支障がない広さ を有する こ と 。  
ハ  訓練又は作業に必要な機械器具等を備える こ と 。  

二  居室 
イ  一の居室の定員は 、 ４ 人以下とする こ と 。  
ロ  地階に設けてはな ら ないこ と 。  
ハ  利用者 １ 人当た りの床面積は 、 収納設備等を除き 、 ９ ． ９ 平方 メ ー ト ル以上とする こ と 。  
ニ  寝台又はこれに代わる設備を備える こ と 。  
ホ  一以上の出入口は 、 避難上有効な空地 、 廊下又は広間に直接面し て設ける こ と 。  
ヘ  必要に応じ て利用者の身の回り品を保管する こ とができ る設備を備える こ と 。  
ト  ブザー又はこれに代わる設備を設ける こ と 。  

三  食堂 
イ  食事の提供に支障がない広さ を有する こ と 。  
ロ  必要な備品を備える こ と 。  

四  浴室  利用者の特性に応じ た ものとする こ と 。  
五  洗面所 

イ  居室のある階ご と に設ける こ と 。  
ロ  利用者の特性に応じ た ものである こ と 。  

六  便所 
イ  居室のある階ご と に設ける こ と 。  
ロ  利用者の特性に応じ た ものである こ と 。  

七  相談室  室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設ける こ と 。  
八  廊下幅  

イ  １ ． ５ メ ー ト ル以上とする こ と 。 ただ し 、 中廊下の幅は 、 １ ． ８ メ ー ト ル以上とする こ と 。  
ロ  廊下の一部の幅を拡張する こ と によ り 、 利用者 、 従業者等の円滑な往来に支障がないよ う にし なければな ら ないこ と 。  

３  認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行 う 場合の設備の基準は 、 前項に規定するほか 、 あん摩マツサージ指圧師 、 は

り師及びきゆ う 師に係る学校養成施設認定規則の規定によ り あん摩マ ッサージ指圧師 、 はり師又はき ゅ う 師に係る学校又は

養成施設と し て必要と される設備を有する こ と とする 。  
４  第 １ 項に規定する相談室及び多目的室については 、 利用者へのサービスの提供に当た っ て支障がない範囲で兼用する こ と

ができ る 。  

 

第 ３ 節  運営に関する基準 
（ 内容及び手続の説明及び同意 ）  

第 ７ 条  指定障害者支援施設等は 、 支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行った と きは 、 当該利用申込者

に係る障害の特性に応じ た適切な配慮を し つつ 、 当該利用申込者に対し 、 実施する施設障害福祉サービスの種類ご と に 、 第

４ １ 条に規定する運営規程の概要 、 従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する と認められる重要事項

を記し た文書を交付し て説明を行い 、 当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければ

な ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 社会福祉法 （ 昭和 ２ ６ 年法律第 ４ ５ 号 ） 第 ７ ７ 条の規定に基づき書面の交付を行 う 場合は 、 利

用者の障害の特性に応じ た適切な配慮を し なければな ら ない 。  
（ 契約支給量の報告等 ）  

第 ８ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスを提供する と きは 、 当該施設障害福祉サービスの種類ご との内容 、

支給決定障害者に提供する こ と を契約し た施設障害福祉サービスの種類ご との量 （ 以下 「 契約支給量 」 と い う 。） その他の

必要な事項 （ 以下 「 受給者証記載事項 」 と い う 。） を支給決定障害者の受給者証に記載し なければな ら ない 。  
２  前項の契約支給量の総量は 、 当該支給決定障害者の支給量を超えてはな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの利用に係る契約を し た と きは 、 受給者証記載事項その他の必要な事項

を市町村 （ 特別区を含む 。 以下同じ 。） に対し遅滞な く 報告し なければな ら ない 。  
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４  第 １ 項から前項までの規定は 、 受給者証記載事項に変更があった場合について準用する 。  
（ 提供拒否の禁止 ）  

第 ９ 条  指定障害者支援施設等は 、 正当な理由がな く 、 施設障害福祉サービスの提供を拒んではな ら ない 。  
（ 連絡調整に対する協力 ）  

第 １ ０ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの利用について市町村又は相談支援事業を行 う 者が行 う 連絡調整

に 、 でき る限り協力し なければな ら ない 。  
（ サービス提供困難時の対応 ）  

第 １ １ 条  指定障害者支援施設等は 、 生活介護 、 自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 又は就労移行支援に係る通常

の事業の実施地域 （ 当該指定障害者支援施設等が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をい う 。 以下同じ 。）

等を勘案し 、 利用申込者に対し自ら適切な生活介護 、 自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 又は就労移行支援を提

供する こ とが困難である と認めた場合は 、 適当な他の指定障害者支援施設等 、 指定生活介護事業者 （ 障害者自立支援法に基

づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成 １ ８ 年厚生労働省令第 １ ７ １ 号 ） 第 ７ ８ 条第

１ 項に規定する指定生活介護事業者をい う 。）、指定自立訓練 （ 機能訓練 ） 事業者 （ 同令第 １ ５ ６ 条第 １ 項に規定する指定自

立訓練 （ 機能訓練 ） 事業者をい う 。）、指定自立訓練 （ 生活訓練 ） 事業者 （ 同令第 １ ６ ６ 条第 １ 項に規定する指定自立訓練

（ 生活訓練 ） 事業者をい う 。） 又は指定就労移行支援事業者 （ 同令第 １ ７ ５ 条第 １ 項に規定する指定就労移行支援事業者を

い う 。） 等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じ なければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与する こ

とが困難である場合は 、 適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じ なければな ら ない 。  
（ 受給資格の確認 ）  

第 １ ２ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は 、 その者の提示する受給者証によ っ て 、

支給決定の有無 、 支給決定を されたサービスの種類 、 支給決定の有効期間 、 支給量等を確かめる ものとする 。  
（ 介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助 ）  

第 １ ３ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合

は 、 その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよ う 必要な援助を行わなければ

な ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し 、 支給決定の有効

期間の終了に伴 う 介護給付費又は訓練等給付費の支給申請について 、 必要な援助を行わなければな ら ない 。  
（ 心身の状況等の把握 ）  

第 １ ４ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの提供に当た っ ては 、 利用者の心身の状況 、 その置かれている環

境 、 他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければな ら ない 。  
（ 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 ）  

第 １ ５ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの提供に当た っ ては 、 地域及び家庭との結び付き を重視し た運営

を行い 、 市町村 、 他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連

携に努めなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの提供の終了に際し ては 、 利用者又はその家族に対し て適切な援助を行

う と と もに 、 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな ら ない 。  
（ 身分を証する書類の携行 ）  

第 １ ６ 条  指定障害者支援施設等は 、 利用者の居宅を訪問し て 、 自立訓練 （ 機能訓練 ） 又は自立訓練 （ 生活訓練 ） を行 う 場合

には 、 従業者に身分を証する書類を携行させ 、 初回訪問時及び利用者又はその家族から求められた と きは 、 これを提示すべ

き旨を指導し なければな ら ない 。  
（ サービスの提供の記録 ）  

第 １ ７ 条  指定障害者支援施設等は 、 当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者以外の者に対し て施設障害

福祉サービスを提供し た際は 、 当該施設障害福祉サービスの種類ご と に 、 提供日 、 内容その他必要な事項を 、 当該施設障害

福祉サービスの提供の都度記録し なければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に対し て施設障害福祉サービスを

提供し た際は 、 当該施設障害福祉サービスの種類ご と に 、 提供日 、 内容その他必要な事項を記録し なければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 前二項の規定による記録に際し ては 、 提供し た施設障害福祉サービスの種類ご と に 、 支給決定

障害者から施設障害福祉サービスを提供し た こ と について確認を受けなければな ら ない 。  
（ 指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求める こ とのでき る金銭の支払の範囲等 ）  

第 １ ８ 条  指定障害者支援施設等が 、 施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対し て金銭の支払を求める こ とがで

き るのは 、 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させる ものであっ て 、 当該支給決定障害者に支払を求める こ とが適当

である ものに限る ものとする 。  
２  前項の規定によ り金銭の支払を求める際は 、 当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由につ

いて書面によ っ て明らかにする と と もに 、 支給決定障害者に対し て説明を行い 、 その同意を得なければな ら ない 。 ただ し 、

次条第 １ 項から第 ３ 項までに掲げる支払については 、 この限り ではない 。  
（ 利用者負担額等の受領 ）  

第 １ ９ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスを提供し た際は 、 支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係

る利用者負担額の支払を受ける ものとする 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供し た際は 、 支給決定障害者から施設障害

福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける ものとする 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 前 ２ 項の支払を受ける額のほか 、 施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用
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の う ち 、 次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受ける こ とができ る 。  
一  生活介護を行 う 場合  次のイから ニまでに掲げる費用 

イ  食事の提供に要する費用 
ロ  創作的活動に係る材料費 
ハ  日用品費 
ニ  イからハまでに掲げる もののほか 、 生活介護において提供される便宜に要する費用の う ち 、 日常生活において も通常

必要と なる ものに係る費用であっ て 、 支給決定障害者に負担させる こ とが適当と認められる もの 
二  自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 又は就労移行支援を行 う 場合  次のイからハまでに掲げる費用 

イ  食事の提供に要する費用 
ロ  日用品費 
ハ  イ及びロに掲げる もののほか 、 自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 又は就労移行支援において提供される

便宜に要する費用の う ち 、 日常生活において も通常必要と なる ものに係る費用であっ て 、 支給決定障害者に負担させる

こ とが適当と認められる もの 
三  施設入所支援を行 う 場合  次のイからホまでに掲げる費用 

イ  食事の提供に要する費用及び光熱水費 （ 法第 ３ ４ 条第 １ 項の規定によ り特定障害者特別給付費が利用者に支給された

場合は 、 障害者自立支援法施行令 （ 平成 １ ８ 年政令第 １ ０ 号 ） 第 ２ １ 条の ３ 第 １ 項に規定する食費等の費用基準額 （ 法

第 ３ ４ 条第 ２ 項において準用する法第 ２ ９ 条第 ６ 項の規定によ り当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定

障害者支援施設等に支払われた場合は 、 同令第 ２ １ 条の ３ 第 １ 項に規定する食費等の負担限度額 ） を限度とする 。）  
ロ  厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室 （ 国若し く は地方公共団体の負担若し く は補助又は

これらに準ずる ものを受けて建築され 、 買収され 、 又は改造された ものを除 く 。） の提供を行った こ と に伴い必要と な

る費用 
ハ  被服費 
ニ  日用品費 
ホ  イから ニまでに掲げる もののほか 、 施設入所支援において提供される便宜に要する費用の う ち 、 日常生活において も

通常必要と なる ものに係る費用であっ て 、 支給決定障害者に負担させる こ とが適当と認められる もの 
４  前項第 １ 号イ 、 第 ２ 号イ及び第 ３ 号イに掲げる費用については 、 別に厚生労働大臣が定める と こ ろによる ものとする 。  
５  指定障害者支援施設等は 、 第 １ 項から第 ３ 項までに係る費用の額の支払を受けた場合は 、 当該費用に係る領収証を当該費

用の額を支払った支給決定障害者に対し交付し なければな ら ない 。  
６  指定障害者支援施設等は 、 第 ３ 項の費用に係るサービスの提供に当た っ ては 、 あらかじめ 、 支給決定障害者に対し 、 当該 
サービスの内容及び費用について説明を行い 、 支給決定障害者の同意を得なければな ら ない 。  

（ 利用者負担額に係る管理 ）  
第 ２ ０ 条  指定障害者支援施設等は 、 支給決定障害者 （ 当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に限

る 。） が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス等及び他の指定障害福祉サービス等を受け

た と きは 、 当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該

施設障害福祉サービス及び当該他の指定障害福祉サービス等につき法第 ２ ９ 条第 ３ 項 （ 法第 ３ １ 条の規定によ り読み替えて

適用される場合を含む 。） の規定によ り算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除し た額の合計額 （ 以下 「 利用者

負担額合計額 」 と い う 。） を算定し なければな ら ない 。 この場合において 、 当該指定障害者支援施設等は 、 利用者負担額合

計額を市町村に報告する と と もに 、 当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供し た指定障害福祉サー

ビス事業者等に通知し なければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 支給決定障害者 （ 当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者を除 く 。） の依

頼を受けて 、 当該支給決定障害者が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障

害福祉サービス等を受けた と きは 、 当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額

を算定し なければな ら ない 。 この場合において 、 当該指定障害者支援施設等は 、 利用者負担額合計額を市町村に報告する と

と もに 、 当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供し た指定障害福祉サービス事業者等に通知し なけ

ればな ら ない 。  
（ 介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等 ）  

第 ２ １ 条  指定障害者支援施設等は 、 法定代理受領によ り市町村から施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓練等給付

費の支給を受けた場合は 、 支給決定障害者に対し 、 当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知し な

ければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 第 １ ９ 条第 ２ 項の法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払を受けた場

合は 、 その提供し た施設障害福祉サービスの種類ご との内容 、 費用の額その他必要と認められる事項を記載し たサービス提

供証明書を支給決定障害者に対し て交付し なければな ら ない 。  
（ 施設障害福祉サービスの取扱方針 ）  

第 ２ ２ 条  指定障害者支援施設等は 、 次条第 １ 項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき 、 利用者の心身の状況等に応

じ て 、 その者の支援を適切に行 う と と もに 、 施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的な ものと な ら ないよ う 配慮し な

ければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等の従業者は 、 施設障害福祉サービスの提供に当た っ ては 、 懇切丁寧を旨と し 、 利用者又はその家族

に対し 、 支援上必要な事項について 、 理解しやすいよ う に説明を行わなければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い 、 常にその改善を図ら なければな ら ない 。  

（ 施設障害福祉サービス計画の作成等 ）  
第 ２ ３ 条  指定障害者支援施設等の管理者は 、 サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画 （ 以下 「 施設
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障害福祉サービス計画 」 と い う 。） の作成に関する業務を担当させる ものとする 。  
２  サービス管理責任者は 、 施設障害福祉サービス計画の作成に当た っ ては 、 適切な方法によ り 、 利用者について 、 その有す

る能力 、 その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じ て利用者の希望する生活及び課題等の把握 （ 以下

「 アセス メ ン ト 」 と い う 。） を行い 、 利用者が自立し た日常生活を営むこ とができ るよ う に支援する上での適切な支援内容

の検討を し なければな ら ない 。  
３  アセス メ ン ト に当た っ ては 、 利用者に面接し て行わなければな ら ない 。 この場合において 、 サービス管理責任者は 、 面接

の趣旨を利用者に対し て十分に説明し 、 理解を得なければな ら ない 。  
４  サービス管理責任者は 、 アセス メ ン ト 及び支援内容の検討結果に基づき 、 利用者及びその家族の生活に対する意向 、 総合

的な支援の方針 、 生活全般の質を向上させるための課題 、 施設障害福祉サービスご との目標及びその達成時期 、 施設障害福

祉サービスを提供する上での留意事項等を記載し た施設障害福祉サービス計画の原案を作成し なければな ら ない 。 この場合

において 、 当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス

等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよ う に努めなければな ら ない 。  
５  サービス管理責任者は 、 施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議 （ 利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に

当たる担当者等を招集し て行 う 会議をい う 。） を開催し 、 前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について

意見を求める ものとする 。  
６  サービス管理責任者は 、 第 ４ 項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対し て

説明し 、 文書によ り利用者の同意を得なければな ら ない 。  
７  サービス管理責任者は 、 施設障害福祉サービス計画を作成し た際には 、 当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付し

なければな ら ない 。  
８  サービス管理責任者は 、 施設障害福祉サービス計画の作成後 、 施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握 （ 利用者につ

いての継続的なアセス メ ン ト を含む 。 以下 「 モニ タ リ ング 」 と い う 。） を行 う と と もに 、 少な く と も ６ 月に １ 回以上 （ 自立

訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 又は就労移行支援を提供する場合にあっ ては 、 少な く と も ３ 月に １ 回以上 ）、 施

設障害福祉サービス計画の見直し を行い 、 必要に応じ て 、 施設障害福祉サービス計画の変更を行 う ものとする 。  
９  サービス管理責任者は 、 モニ タ リ ングに当た っ ては 、 利用者及びその家族等との連絡を継続的に行 う こ と と し 、 特段の事

情のない限り 、 次に定める と こ ろによ り行わなければな ら ない 。  
一  定期的に利用者に面接する こ と 。  
二  定期的にモニ タ リ ングの結果を記録する こ と 。  

１ ０  第 ２ 項から第 ７ 項までの規定は 、 第 ８ 項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する 。  
（ サービス管理責任者の責務 ）  

第 ２ ４ 条  サービス管理責任者は 、 前条に規定する業務のほか 、 次に掲げる業務を行 う ものとする 。  
一  利用申込者の利用に際し 、 その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ り 、 その者の心身の状況 、

当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握する こ と 。  
二  利用者の心身の状況 、 その置かれている環境等に照ら し 、 利用者が自立し た日常生活を営むこ とができ る よ う 定期的に

検討する と と もに 、 自立し た日常生活を営むこ とができ る と認められる利用者に対し 、 必要な援助を行 う こ と 。  
三  他の従業者に対する技術指導及び助言を行 う こ と 。  
（ 相談等 ）  

第 ２ ５ 条  指定障害者支援施設等は 、 常に利用者の心身の状況 、 その置かれている環境等の的確な把握に努め 、 利用者又はそ

の家族に対し 、 その相談に適切に応じ る と と もに 、 必要な助言その他の援助を行わなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 利用者が 、 当該指定障害者支援施設等以外において生活介護 、 自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓

練 （ 生活訓練 ）、 就労移行支援 、 就労継続支援 Ａ 型 （ 規則第 ６ 条の １ ０ 第 １ 号に規定する就労継続支援 Ａ 型をい う 。 以下同

じ 。） 又は就労継続支援Ｂ型 （ 規則第 ６ 条の １ ０ 第 ２ 号に規定する就労継続支援Ｂ型をい う 。 以下同じ 。） の利用を希望す

る場合には 、 他の指定障害福祉サービス事業者等との利用調整等必要な支援を実施し なければな ら ない 。  
（ 介護 ）  

第 ２ ６ 条  介護は 、 利用者の心身の状況に応じ 、 利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ う 、 適切な技術を も っ て行

われなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 施設入所支援の提供に当た っ ては 、 適切な方法によ り 、 利用者を入浴させ 、 又は清し き し なけ

ればな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は施設入所支援の提供に当た っ ては 、 利用者の心身の状況に応じ 、 適切な方法によ

り 、 排せつの自立について必要な援助を行わなければな ら ない 。  
４  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は施設入所支援の提供に当た っ ては 、 おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつ

を適切に取り替えなければな ら ない 。  
５  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は施設入所支援の提供に当た っ ては 、 利用者に対し 、 離床 、 着替え 、 整容等の介護

その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければな ら ない 。  
６  指定障害者支援施設等は 、 常時 １ 人以上の従業者を介護に従事させなければな ら ない 。  
７  指定障害者支援施設等は 、 その利用者に対し て 、 利用者の負担によ り 、 当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者によ

る介護を受け させてはな ら ない 。  
（ 訓練 ）  

第 ２ ７ 条  指定障害者支援施設等は 、 利用者の心身の状況に応じ 、 利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ う 、 適切

な技術を も っ て訓練を行わなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ） 又は就労移行支援の提供に当た っ ては 、 利用者

に対し 、 その有する能力を活用する こ と によ り 、 自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ るよ う 、 利用者の心身の
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特性に応じ た必要な訓練を行わなければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 常時 １ 人以上の従業者を訓練に従事させなければな ら ない 。  
４  指定障害者支援施設等は 、 その利用者に対し て 、 利用者の負担によ り 、 当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者によ

る訓練を受け させてはな ら ない 。  
（ 生産活動 ）  

第 ２ ８ 条  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当た っ ては 、 地域の実情並

びに製品及びサービスの需給状況等を考慮し て行 う よ う に努めなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当た っ ては 、 生産活動に従事する

者の作業時間 、 作業量等がその者に過重な負担と な ら ないよ う に配慮し なければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当た っ ては 、 生産活動の能率の向

上が図られるよ う 、 利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければな ら ない 。  
４  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当た っ ては 、 防塵設備又は消火設

備の設置等生産活動を安全に行 う ために必要かつ適切な措置を講じ なければな ら ない 。  
（ 工賃の支払 ）  

第 ２ ９ 条  指定障害者支援施設等は 、 生活介護又は就労移行支援において行われる生産活動に従事し ている者に 、 当該生活介

護又は就労移行支援ご と に 、 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除し た額に相当する金額

を工賃と し て支払わなければな ら ない 。  
（ 実習の実施 ）  

第 ３ ０ 条  指定障害者支援施設等は 、 就労移行支援の提供に当た っ ては 、 利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習

でき るよ う 、 実習の受入先を確保し なければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 前項の実習の受入先の確保に当た っ ては 、 公共職業安定所 、 障害者就業 ・ 生活支援セン ター

（ 障害者の雇用の促進等に関する法律 （ 昭和 ３ ５ 年法律第 １ ２ ３ 号 ） 第 ３ ４ 条に規定する障害者就業 ・ 生活支援セン ターを

い う 。 以下同じ 。）、特別支援学校等の関係機関と連携し て 、 利用者の意向及び適性を踏まえて行 う よ う 努めなければな ら な

い 。  
（ 求職活動の支援等の実施 ）  

第 ３ １ 条  指定障害者支援施設等は 、 就労移行支援の提供に当た っ ては 、 公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行

う 求職活動を支援し なければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 就労移行支援の提供に当た っ ては 、 公共職業安定所 、 障害者就業 ・ 生活支援セン ター 、 特別支

援学校等の関係機関と連携し て 、 利用者の意向及び適性に応じ た求人の開拓に努めなければな ら ない 。  
（ 職場への定着のための支援の実施 ）  

第 ３ ２ 条  指定障害者支援施設等は 、 就労移行支援の提供に当た っ ては 、 利用者の職場への定着を促進するため 、 障害者就

業 ・ 生活支援セン ター等の関係機関と連携し て 、 利用者が就職し た日から ６ 月以上 、 職業生活における相談等の支援を継続

し なければな ら ない 。  
（ 就職状況の報告 ）  

第 ３ ３ 条  指定障害者支援施設等は 、 就労移行支援の提供に当た っ ては 、 毎年 、 前年度における就職し た利用者の数その他の

就職に関する状況を 、 都道府県に報告し なければな ら ない 。  
（ 食事 ）  

第 ３ ４ 条  指定障害者支援施設等 （ 施設入所支援を提供する場合に限る 。） は 、 正当な理由がな く 、 食事の提供を拒んではな

ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 食事の提供を行 う 場合には 、 当該食事の提供に当た り 、 あらかじめ 、 利用者に対し その内容及

び費用に関し て説明を行い 、 その同意を得なければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 食事の提供に当た っ ては 、 利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し 、 適切な時間に食事の提供を

行 う と と もに 、 利用者の年齢及び障害の特性に応じ た 、 適切な栄養量及び内容の食事の提供を行 う ため 、 必要な栄養管理を

行わなければな ら ない 。  
４  調理はあらかじめ作成された献立に従っ て行われなければな ら ない 。  
５  指定障害者支援施設等は 、 食事の提供を行 う 場合であっ て 、 指定障害者支援施設等に栄養士を置かない と きは 、 献立の内

容 、 栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよ う 努めなければな ら ない 。  
（ 社会生活上の便宜の供与等 ）  

第 ３ ５ 条  指定障害者支援施設等は 、 適宜利用者のためのレ ク リ エーシ ョ ン行事を行 う よ う 努めなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について 、 その者又はその家族が

行 う こ とが困難である場合は 、 その者の同意を得て代わっ て行わなければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 常に利用者の家族との連携を図る と と もに 、 利用者と その家族との交流等の機会を確保するよ

う 努めなければな ら ない 。  
（ 健康管理 ）  

第 ３ ６ 条  指定障害者支援施設等は 、 常に利用者の健康の状況に注意する と と もに 、 健康保持のための適切な措置を講じ なけ

ればな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 施設入所支援を利用する利用者に対し て 、 毎年 ２ 回以上定期に健康診断を行わなければな ら な

い 。  
（ 緊急時等の対応 ）  

第 ３ ７ 条  従業者は 、 現に施設障害福祉サービスの提供を行っ ている と きに利用者に病状の急変が生じ た場合その他必要な場

合は 、 速やかに医療機関への連絡を行 う 等の必要な措置を講じ なければな ら ない 。  
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（ 施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い ）  
第 ３ ８ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設入所支援を利用する利用者について 、 病院又は診療所に入院する必要が生じ た場合

であっ て 、 入院後おおむね ３ 月以内に退院する こ とが見込まれる と きは 、 その者の希望等を勘案し 、 必要に応じ て適切な便

宜を供与する と と もに 、 やむを得ない事情がある場合を除き 、 退院後再び当該指定障害者支援施設等の施設入所支援を円滑

に利用する こ とができ るよ う に し なければな ら ない 。  
（ 支給決定障害者に関する市町村への通知 ）  

第 ３ ９ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場

合は 、 遅滞な く 、 意見を付し てその旨を市町村に通知し なければな ら ない 。  
一  正当な理由な し に施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないこ と によ り 、 障害の状態等を悪化させた と認め

られる と き 。  
二  偽り その他不正な行為によ っ て介護給付費又は訓練等給付費を受け 、 又は受けよ う と し た と き 。  
（ 管理者による管理等 ）  

第 ４ ０ 条  指定障害者支援施設等は 、 専らその職務に従事する管理者を置かなければな ら ない 。 ただ し 、 当該指定障害者支援

施設等の管理上支障がない場合は 、 当該指定障害者支援施設等の他の職務に従事させ 、 又は当該指定障害者支援施設等以外

の事業所 、 施設等の職務に従事させる こ とができ る ものとする 。  
２  指定障害者支援施設等の管理者は 、 当該指定障害者支援施設等の従業者及び業務の管理その他の管理を 、 一元的に行わな

ければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等の管理者は 、 当該指定障害者支援施設等の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命

令を行 う ものとする 。  
（ 運営規程 ）  

第 ４ １ 条  指定障害者支援施設等は 、 次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程 （ 第 ４ ７ 条において

「 運営規程 」 とい う 。） を定めておかなければな ら ない 。  
一  指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針 
二  提供する施設障害福祉サービスの種類 
三  従業者の職種 、 員数及び職務の内容 
四  昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 
五  提供する施設障害福祉サービスの種類ご との利用定員 
六  提供する施設障害福祉サービスの種類ご との内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 
七  昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 
八  サービスの利用に当た っ ての留意事項 
九  緊急時等における対応方法 
十  非常災害対策 
十一  提供する施設障害福祉サービスの種類ご と に主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 
十二  虐待の防止のための措置に関する事項 
十三  その他運営に関する重要事項 
（ 勤務体制の確保等 ）  

第 ４ ２ 条  指定障害者支援施設等は 、 利用者に対し 、 適切な施設障害福祉サービスを提供でき るよ う 、 施設障害福祉サービス

の種類ご と に 、 従業者の勤務の体制を定めておかなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの種類ご と に 、 当該指定障害者支援施設等の従業者によ っ て施設障害福

祉サービスを提供し なければな ら ない 。 ただ し 、 利用者の支援に直接影響を及ぼさ ない業務については 、 この限り でない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 従業者の資質の向上のために 、 その研修の機会を確保し なければな ら ない 。  

（ 定員の遵守 ）  
第 ４ ３ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの種類ご とのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障

害福祉サービスの提供を行っ てはな ら ない 。 ただ し 、 災害その他のやむを得ない事情がある場合は 、 この限り でない 。  
（ 非常災害対策 ）  

第 ４ ４ 条  指定障害者支援施設等は 、 消火設備その他の非常災害に際し て必要な設備を設ける と と もに 、 非常災害に関する具

体的計画を立て 、 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し 、 それら を定期的に従業者に周知し なければな ら な

い 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 非常災害に備えるため 、 定期的に避難 、 救出その他必要な訓練を行わなければな ら ない 。  

（ 衛生管理等 ）  
第 ４ ５ 条  指定障害者支援施設等は 、 利用者の使用する設備及び飲用に供する水について 、 衛生的な管理に努め 、 又は衛生上

必要な措置を講ずる と と もに 、 健康管理等に必要と なる機械器具等の管理を適正に行わなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 指定障害者支援施設等において感染症又は食中毒が発生し 、 又はまん延し ないよ う に必要な措

置を講ずるよ う 努めなければな ら ない 。  
（ 協力医療機関等 ）  

第 ４ ６ 条  指定障害者支援施設等は 、 利用者の病状の急変等に備えるため 、 あらかじめ 、 協力医療機関を定めておかなければ

な ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 あらかじめ 、 協力歯科医療機関を定めてお く よ う 努めなければな ら ない 。  

（ 掲示 ）  
第 ４ ７ 条  指定障害者支援施設等は 、 指定障害者支援施設等の見やすい場所に 、 運営規程の概要 、 従業者の勤務の体制 、 前条

の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資する と認められる重要事項を掲示し なけれ
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ばな ら ない 。  
（ 身体拘束等の禁止 ）  

第 ４ ８ 条  指定障害者支援施設等は 、 施設障害福祉サービスの提供に当た っ ては 、 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き 、 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為 （ 以下 「 身体拘束等 」 と い う 。）

を行っ てはな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 やむを得ず身体拘束等を行 う 場合には 、 その態様及び時間 、 その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録し なければな ら ない 。  
（ 秘密保持等 ）  

第 ４ ９ 条  指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は 、 正当な理由がな く 、 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏ら し てはな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 従業者及び管理者であった者が 、 正当な理由がな く 、 その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らすこ とがないよ う 、 必要な措置を講じ なければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 他の指定障害福祉サービス事業者等に対し て 、 利用者又はその家族に関する情報を提供する際

は 、 あらかじめ文書によ り当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければな ら ない 。  
（ 情報の提供等 ）  

第 ５ ０ 条  指定障害者支援施設等は 、 当該指定障害者支援施設等を利用し よ う とする者が 、 適切かつ円滑に利用する こ とがで

き るよ う に 、 当該指定障害者支援施設等が実施する事業の内容に関する情報の提供を行 う よ う 努めなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 当該指定障害者支援施設等について広告をする場合においては 、 その内容を虚偽又は誇大な も

のと し てはな ら ない 。  
（ 利益供与等の禁止 ）  

第 ５ １ 条  指定障害者支援施設等は 、 相談支援事業を行 う 者若し く は他の障害福祉サービスを行 う 者等又はその従業者に対し 、

利用者又はその家族に対し て当該指定障害者支援施設等を紹介する こ との対償と し て 、 金品その他の財産上の利益を供与し

てはな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 相談支援事業を行 う 者若し く は他の障害福祉サービスを行 う 者等又はその従業者から 、 利用者

又はその家族を紹介する こ との対償と し て 、 金品その他の財産上の利益を収受し てはな ら ない 。  
（ 苦情解決 ）  

第 ５ ２ 条  指定障害者支援施設等は 、 その提供し た施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために 、 苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ なければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 前項の苦情を受け付けた場合には 、 当該苦情の内容等を記録し なければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 その提供し た施設障害福祉サービスに関し 、 法第 １ ０ 条第 １ 項の規定によ り市町村が行 う 報告

若し く は文書その他の物件の提出若し く は提示の命令又は当該職員からの質問若し く は指定障害者支援施設等の設備若し く

は帳簿書類その他の物件の検査に応じ 、 及び利用者又はその家族からの苦情に関し て市町村が行 う 調査に協力する と と もに 、

市町村から指導又は助言を受けた場合は 、 当該指導又は助言に従っ て必要な改善を行わなければな ら ない 。  
４  指定障害者支援施設等は 、 その提供し た施設障害福祉サービスに関し 、 法第 １ １ 条第 ２ 項の規定によ り都道府県知事が行

う 報告若し く は施設障害福祉サービスの提供の記録 、 帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示の命令又は当該職員からの

質問に応じ 、 及び利用者又はその家族からの苦情に関し て都道府県知事が行 う 調査に協力する と と もに 、 都道府県知事から

指導又は助言を受けた場合は 、 当該指導又は助言に従っ て必要な改善を行わなければな ら ない 。  
５  指定障害者支援施設等は 、 その提供し た施設障害福祉サービスに関し 、 法第 ４ ８ 条第 １ 項の規定によ り都道府県知事又は

市町村長が行 う 報告若し く は帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示の命令又は当該職員からの質問若し く は指定障害者

支援施設等の設備若し く は帳簿書類その他の物件の検査に応じ 、 及び利用者又はその家族からの苦情に関し て都道府県知事

又は市町村長が行 う 調査に協力する と と もに 、 都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は 、 当該指導又は

助言に従っ て必要な改善を行わなければな ら ない 。  
６  指定障害者支援施設等は 、 都道府県知事 、 市町村又は市町村長からの求めがあった場合には 、 第 ３ 項から前項までの改善

の内容を都道府県知事 、 市町村又は市町村長に報告し なければな ら ない 。  
７  指定障害者支援施設等は 、 社会福祉法第 ８ ３ 条に規定する運営適正化委員会が同法第 ８ ５ 条の規定によ り行 う 調査又はあ

っせんにでき る限り協力し なければな ら ない 。  
（ 地域との連携等 ）  

第 ５ ３ 条  指定障害者支援施設等は 、 その運営に当た っ ては 、 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行 う 等の

地域との交流に努めなければな ら ない 。  
（ 事故発生時の対応 ）  

第 ５ ４ 条  指定障害者支援施設等は 、 利用者に対する施設障害福祉サービスの提供によ り事故が発生し た場合は 、 都道府県 、

市町村 、 当該利用者の家族等に連絡を行 う と と もに 、 必要な措置を講じ なければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 前項の事故の状況及び事故に際し て採った処置について 、 記録し なければな ら ない 。  
３  指定障害者支援施設等は 、 利用者に対する施設障害福祉サービスの提供によ り賠償すべき事故が発生し た場合は 、 損害賠

償を速やかに行わなければな ら ない 。  
（ 会計の区分 ）  

第 ５ ５ 条  指定障害者支援施設等は 、 実施する施設障害福祉サービスの種類ご と に経理を区分する と と もに 、 指定障害者支援

施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分し なければな ら ない 。  
（ 記録の整備 ）  

第 ５ ６ 条  指定障害者支援施設等は 、 従業者 、 設備 、 備品及び会計に関する諸記録を整備し ておかなければな ら ない 。  
２  指定障害者支援施設等は 、 利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し 、 当該施
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設障害福祉サービスを提供し た日から ５ 年間保存し なければな ら ない 。  
一  第 １ ７ 条第 １ 項及び第 ２ 項に規定するサービスの提供の記録 
二  施設障害福祉サービス計画 
三  第 ３ ９ 条に規定する市町村への通知に係る記録 
四  第 ４ ８ 条第 ２ 項に規定する身体拘束等の記録 
五  第 ５ ２ 条第 ２ 項に規定する苦情の内容等の記録 
六  第 ５ ４ 条第 ２ 項に規定する事故の状況及び事故に際し て採った処置についての記録 

 

附  則 
（ 施行期日 ）  

第 １ 条  この省令は 、 平成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日から施行する 。  
（ 指定旧法施設支援等に関する経過措置 ）  

第 ２ 条  法附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第 ２ 条第 １ ２ 号中 「 指定障害福祉サービス等につ

き 」 と あるのは 「 指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援 （ 法附則第 ２ １ 条第 １ 項に規定する指定旧法施設支援をい

う 。 以下この条及び第 ２ ０ 条において同じ 。） につき 」 と 、 「 法第 ２ ９ 条第 ３ 項 」 と あるのは 「 法第 ２ ９ 条第 ３ 項又は法附

則第 ２ １ 条第 ２ 項若し く は法附則第 ２ ２ 条第 ４ 項 」 と 、 「 指定障害福祉サービス等 」 と あるのは 「 指定障害福祉サービス等

又は指定旧法施設支援 」 と 、 第 ２ ０ 条中 「 他の指定障害福祉サービス等 」 と あるのは 「 他の指定障害福祉サービス等又は指

定旧法施設支援 」 と 、 「 含む 。）」 と あるのは 「 含む 。） 又は法附則第 ２ １ 条第 ２ 項若し く は法附則第 ２ ２ 条第 ４ 項 」 と 、

「 指定障害福祉サービス事業者等 」 と あるのは 「 指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設 （ 法附則第 ２ １ 条第

１ 項に規定する特定旧法指定施設をい う 。）」 とする 。  
（ 経過的指定障害者支援施設等に置 く べき従業者の員数 ）  

第 ３ 条  法附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間 、 第 １ 号イ （ １ ） に規定する厚生労働大臣が定める者に

対する生活介護 、 規則附則第 １ 条の ２ の規定による就労継続支援 Ａ 型若し く は就労継続支援Ｂ型又は第 ６ 号に規定する厚生

労働大臣が定める者に対する施設入所支援を提供する指定障害者支援施設等 （ 以下 「 経過的指定障害者支援施設等 」 と い

う 。） に置 く べき従業者及びその員数は 、 第 ４ 条の規定にかかわらず 、 次のと お り とする 。  
一  生活介護を行 う 場合  第 ４ 条第 １ 項第 １ 号に規定する従業者及びその員数とする 。 ただ し 、 看護職員 、 理学療法士又は

作業療法士及び生活支援員の総数は 、 同号イ （ ２ ） の規定にかかわらず 、 生活介護の単位ご と に 、 常勤換算方法で 、 次の

イ及びロに掲げる数を合計し た数以上とする 。  
イ  （ １ ） から （ ３ ） までに掲げる平均障害程度区分に応じ 、 それぞれ （ １ ） から （ ３ ） までに掲げる数 

（ １ ）  平均障害程度区分が ４ 未満  利用者 （ 厚生労働大臣が定める者を除 く 。 （ ２ ） 及び （ ３ ） において同じ 。） の

数を ６ で除し た数 
（ ２ ）  平均障害程度区分が ４ 以上 ５ 未満  利用者の数を ５ で除し た数 
（ ３ ）  平均障害程度区分が ５ 以上  利用者の数を ３ で除し た数 

ロ  イ （ １ ） の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を １ ０ で除し た数 
二  自立訓練 （ 機能訓練 ） を行 う 場合  第 ４ 条第 １ 項第 ２ 号に規定する従業者及びその員数とする 。  
三  自立訓練 （ 生活訓練 ） を行 う 場合  第 ４ 条第 １ 項第 ３ 号に規定する従業者及びその員数とする 。  
四  就労移行支援を行 う 場合  第 ４ 条第 １ 項第 ４ 号に規定する従業者及びその員数とする 。  
五  就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型を行 う 場合 

イ  就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型を行 う 場合に置 く べき従業者及びその員数は 、 次のと お り とする 。  
（ １ ）  職業指導員及び生活支援員 

（ 一 ）  職業指導員及び生活支援員の総数は 、 常勤換算方法で 、 利用者の数を １ ０ で除し た数以上とする 。  
（ 二 ）  職業指導員の数は 、 １ 以上とする 。  
（ 三 ）  生活支援員の数は 、 １ 以上とする 。  

（ ２ ）  サービス管理責任者 （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる利用者の数の区分に応じ 、 それぞれ （ 一 ） 又は （ 二 ） に掲げる

数 
（ 一 ）  利用者の数が ６ ０ 以下  １ 以上 
（ 二 ）  利用者の数が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数

以上 
ロ  イ （ １ ） の職業指導員又は生活支援員の う ち 、 いずれか １ 人以上は常勤でなければな ら ない 。  
ハ  イ （ ２ ） のサービス管理責任者の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  

六  施設入所支援を行 う 場合 
 第 ４ 条第 １ 項第 ５ 号に規定する従業者及びその員数とする 。 ただ し 、 自立訓練 （ 機能訓練 ）、 自立訓練 （ 生活訓練 ）、 就

労移行支援 、 就労継続支援 Ａ 型若し く は就労継続支援Ｂ型を受ける者又は厚生労働大臣が定める者に対し てのみその提供

が行われる単位にあっ ては 、 宿直勤務を行 う 生活支援員を １ 以上とする 。  
２  前項の利用者の数は 、 前年度の平均値とする 。 ただ し 、 新規に指定を受ける場合は 、 推定数による 。  
３  第 １ 項に規定する経過的指定障害者支援施設等の従業者は 、 生活介護の単位若し く は施設入所支援の単位ご と に専ら当該

生活介護若し く は当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練 （ 機能訓練 ）、 当該自立訓練 （ 生活訓練 ）、 当

該就労移行支援 、 当該就労継続支援 Ａ 型若し く は当該就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければな ら ない 。 ただ し 、 利

用者の支援に支障がない場合はこの限り でない 。  
（ 複数の昼間実施サービスを行 う 経過的指定障害者支援施設等における従業者の員数 ）  
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第 ４ 条  複数の昼間実施サービスを行 う 経過的指定障害者支援施設等は 、 昼間実施サービスの利用定員の合計が ２ ０ 人未満で

ある場合は 、 前条第 １ 項第 １ 号から第 ４ 号まで及び第 ５ 号ロの規定にかかわらず 、 当該経過的指定障害者支援施設等が提供

する昼間実施サービスを行 う 場合に置 く べき従業者 （ 医師及びサービス管理責任者を除 く 。） の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤で

なければな ら ない とする こ とができ る 。  
２  複数の昼間実施サービスを行 う 経過的指定障害者支援施設等は 、 前条第 １ 項第 １ 号から第 ４ 号まで並びに第 ５ 号イ （ ２ ）

及びハの規定にかかわらず 、 サービス管理責任者の数を 、 次の各号に掲げる当該経過的指定障害者支援施設等が提供する昼

間実施サービスの う ち厚生労働大臣が定める ものの利用者の数の合計の区分に応じ 、 当該各号に掲げる数と し 、 この規定に

よ り置 く べき ものと されるサービス管理責任者の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない とする こ とができ る 。  
一  利用者の数の合計が ６ ０ 以下  １ 以上 
二  利用者の数の合計が ６ １ 以上  １ に 、 利用者の数の合計が ６ ０ を超えて ４ ０ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た

数以上 
（ 設備 ）  

第 ５ 条  経過的指定障害者支援施設等について第 ６ 条の規定を適用する場合においては 、 就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援

Ｂ型の用に供する訓練 ・ 作業室は 、 就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型の提供に当た っ て支障がない場合は 、 設けない

こ とができ る 。  
（ 雇用契約の締結等 ）  

第 ６ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合には 、 利用者と雇用契約を締結し なければな ら な

い 。  
２  前項の規定にかかわらず 、 経過的指定障害者支援施設等 （ 昼間実施サービス と し て就労継続支援Ｂ型を提供する ものを除

く 。） は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合には 、 規則第 ６ 条の １ ０ 第 ２ 号に規定する者に対し て雇用契約を締結せずに就

労継続支援 Ａ 型を提供する こ とができ る 。  
（ 就労 ）  

第 ７ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合における就労の機会の提供に当た っ ては 、 地域の

実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮し て行 う よ う に努めなければな ら ない 。  
２  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合における就労の機会の提供に当た っ ては 、 作業の能率

の向上が図られるよ う 、 利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければな ら ない 。  
（ 賃金等 ）  

第 ８ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合には 、 附則第 ６ 条第 １ 項の規定による利用者が自

立し た日常生活又は社会生活を営むこ と を支援するため 、 賃金の水準を高める よ う 努めなければな ら ない 。  
２  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合には 、 附則第 ６ 条第 ２ 項の規定による利用者 （ 以下こ

の条において 「 雇用契約を締結し ていない利用者 」 と い う 。） に対し ては 、 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る

事業に必要な経費を控除し た額に相当する金額を工賃と し て支払わなければな ら ない 。  
３  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合には 、 雇用契約を締結し ていない利用者の自立し た日

常生活又は社会生活を営むこ と を支援するため 、 前項の規定によ り支払われる工賃の水準を高めるよ う 努めなければな ら な

い 。  
４  第 ２ 項の規定によ り雇用契約を締結し ていない利用者それぞれに対し支払われる １ 月あた りの工賃の平均額は 、 ３ ０ ０ ０

円を下回っ てはな ら ない 。  
（ 工賃の支払等 ）  

第 ９ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援Ｂ型を提供する場合には 、 利用者に 、 生産活動に係る事業の収入から

生産活動に係る事業に必要な経費を控除し た額に相当する金額を工賃と し て支払わなければな ら ない 。  
２  前項の規定によ り利用者それぞれに対し支払われる １ 月当た りの工賃の平均額 （ 第 ４ 項において 「 工賃の平均額 」 と い

う 。） は 、 ３ ０ ０ ０ 円を下回っ てはな ら ない 。  
３  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援Ｂ型を提供する場合には 、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営む

こ と を支援するため 、 工賃の水準を高めるよ う 努めなければな ら ない 。  
４  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援Ｂ型を提供する場合には 、 年度ご と に 、 工賃の目標水準を設定し 、 当該工

賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知する と と もに 、 都道府県に報告し

なければな ら ない 。  
（ 実習の実施 ）  

第 １ ０ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型を提供する場合には 、 利用者が施設障害

福祉サービス計画に基づいて実習でき るよ う 、 実習の受入先の確保に努めなければな ら ない 。  
２  経過的指定障害者支援施設等は 、 前項の実習の受け入れ先の確保に当た っ ては 、 公共職業安定所 、 障害者就業 ・ 生活支援

セン ター 、 特別支援学校等の関係機関と連携し て 、 利用者の意向及び適性を踏まえて行 う よ う 努めなければな ら ない 。  
（ 求職活動の支援等の実施 ）  

第 １ １ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型を提供する場合には 、 公共職業安定所で

の求職の登録その他の利用者が行 う 求職活動の支援に努めなければな ら ない 。  
２  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型を提供する場合には 、 公共職業安定所 、 障害者

就業 ・ 生活支援セン ター 、 特別支援学校等の関係機関と連携し て 、 利用者の意向及び適性に応じ た求人の開拓に努めなけれ

ばな ら ない 。  
（ 職場への定着のための支援等の実施 ）  
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第 １ ２ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型を提供する場合には 、 利用者の職場への

定着を促進するため 、 障害者就業 ・ 生活支援セン ター等の関係機関と連携し て 、 利用者が就職し た日から ６ 月以上 、 職業生

活における相談等の支援の継続に努めなければな ら ない 。  
（ 利用者及び従業者以外の者の雇用 ）  

第 １ ３ 条  経過的指定障害者支援施設等は 、 就労継続支援 Ａ 型を提供する場合には 、 利用者及び従業者以外の者を就労継続支

援 Ａ 型に従事する作業員と し て雇用する場合は 、 次の各号に掲げる就労継続支援 Ａ 型の利用定員の区分に応じ 、 当該各号に

定める数を超えて雇用し てはな ら ない 。  
一  利用定員が １ ０ 人以上 ２ ０ 人以下  利用定員に １ ０ ０ 分の ５ ０ を乗じ て得た数 
二  利用定員が ２ １ 人以上 ３ ０ 人以下  １ ０ 又は利用定員に １ ０ ０ 分の ４ ０ を乗じ て得た数のいずれか多い数 
三  利用定員が ３ １ 人以上  １ ２ 又は利用定員に １ ０ ０ 分の ３ ０ を乗じ て得た数のいずれか多い数 
（ 経過的指定障害者支援施設等に関する読替え ）  

第 １ ４ 条  経過的指定障害者支援施設等について第 １ １ 条 、 第 １ ９ 条 、 第 ２ ７ 条及び第 ２ ８ 条の規定を適用する場合において

は 、 第 １ １ 条第 １ 項 、 第 １ ９ 条第 ３ 項第 ２ 号及び第 ２ ７ 条第 ２ 項中 「 又は就労移行支援 」 と あるのは 「 、 就労移行支援 、 就

労継続支援 Ａ 型又は就労継続支援Ｂ型 」 と 、 第 ２ ８ 条中 「 又は就労移行支援 」 と あるのは 「 、 就労移行支援又は就労継続支

援Ｂ型 」 とする 。  
（ 多目的室の経過措置 ）  

第 １ ５ 条  この省令の施行の日 （ 以下 「 施行日 」 と い う 。） において現に存する法附則第 ４ １ 条第 １ 項の規定によ り なお従前

の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された法附則第 ３ ５ 条の規定による改正前の身体障害者福祉法 （ 昭和 ２ ４ 年法律

第 ２ ８ ３ 号 。 以下 「 旧身体障害者福祉法 」 と い う 。） 第 ２ ９ 条に規定する身体障害者更生施設の う ち旧身体障害者福祉法第

１ ７ 条の １ ０ 第 １ 項の指定を受けている もの （ 以下 「 指定身体障害者更生施設 」 と い う 。）、旧身体障害者福祉法第 ３ ０ 条に

規定する身体障害者療護施設の う ち旧身体障害者福祉法第 １ ７ 条の １ ０ 第 １ 項の指定を受けている もの （ 以下 「 指定身体障

害者療護施設 」 と い う 。） 若し く は旧身体障害者福祉法第 ３ １ 条に規定する身体障害者授産施設の う ち旧身体障害者福祉法

第 １ ７ 条の １ ０ 第 １ 項の指定を受けている もの （ 障害者自立支援法の一部の施行に伴 う 厚生労働省関係省令の整備等に関す

る省令 （ 平成 １ ８ 年厚生労働省令第 １ ６ ９ 号 。 以下 「 整備省令 」 と い う 。） による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設

備及び運営に関する基準 （ 平成 １ ４ 年厚生労働省令第 ７ ９ 号 。 以下 「 旧身体障害者更生施設等指定基準 」 と い う 。） 第 ２ 条

第 ３ 号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設に限る 。 以下 「 指定特定身体障害者授産施設 」 と い う 。）、法附則第 ５

８ 条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された法附則第 ５ ２ 条の規定によ る改正前の知

的障害者福祉法 （ 昭和 ３ ５ 年法律第 ３ ７ 号 。 以下 「 旧知的障害者福祉法 」 と い う 。） 第 ２ １ 条の ６ に規定する知的障害者更

生施設の う ち旧知的障害者福祉法第 １ ５ 条の １ １ 第 １ 項の指定を受けている もの （ 整備省令による廃止前の指定知的障害者

更生施設等の設備及び運営に関する基準 （ 平成 １ ４ 年厚生労働省令第 ８ １ 号 。 以下 「 旧知的障害者更生施設等指定基準 」 と

い う 。） 第 ２ 条第 １ 号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る 。 以下 「 指定知的障害者更生施設 」 と い う 。）、旧知

的障害者福祉法第 ２ １ 条の ７ に規定する知的障害者授産施設の う ち旧知的障害者福祉法第 １ ５ 条の １ １ 第 １ 項の指定を受け

ている もの （ 旧知的障害者更生施設等指定基準第 ２ 条第 ２ 号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る 。 以下

「 指定特定知的障害者授産施設 」 と い う 。） 若し く は旧知的障害者福祉法第 ２ １ 条の ８ に規定する知的障害者通勤寮の う ち

旧知的障害者福祉法第 １ ５ 条の １ １ 第 １ 項の指定を受けている もの （ 以下 「 指定知的障害者通勤寮 」 と い う 。） 又は法附則

第 ４ ８ 条の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された法附則第 ４ ６ 条の規定による改正前の精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和 ２ ５ 年法律第 １ ２ ３ 号 。） 第 ５ ０ 条の ２ 第 １ 項第 １ 号に規定する精神障害者生

活訓練施設 （ 以下 「 精神障害者生活訓練施設 」 と い う 。） 若し く は同項第 ２ 号に規定する精神障害者授産施設 （ 整備省令に

よる廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準 （ 平成 １ ２ 年厚生省令第 ８ ７ 号 ） 第 ２ ３ 条第 １ 号に規定

する精神障害者通所授産施設及び同条第 ２ 号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除 く 。 以下 「 精神障害者授産施

設 」 と い う 。） において施設障害福祉サービスを提供する場合における これらの施設の建物 （ 基本的な設備が完成し ている

ものを含み 、 この省令の施行の後に増築され 、 又は改築される等建物の構造を変更し た ものを除 く 。 以下同じ 。） について

は 、 当分の間 、 第 ６ 条第 １ 項に規定する多目的室を設けないこ とができ る 。  
（ 居室の定員の経過措置 ）  

第 １ ６ 条  施行日において現に存する指定知的障害者更生施設 、 指定特定知的障害者授産施設又は指定知的障害者通勤寮にお

いて施設障害福祉サービスを提供する場合における これらの施設の建物について 、 第 ６ 条第 ２ 項の規定を適用する場合にお

いては 、 同項第 ２ 号イ中 「 ４ 人 」 と あるのは 、 「 原則と し て ４ 人 」 とする 。  
（ 居室面積の経過措置 ）  

第 １ ７ 条  施行日において現に存する指定身体障害者更生施設 、 指定身体障害者療護施設 （ 旧身体障害者更生施設等指定基準

附則第 ３ 条の適用を受けている ものに限る 。）、指定特定身体障害者授産施設 、 指定知的障害者更生施設 、 指定特定知的障害

者授産施設 、 指定知的障害者通勤寮 、 旧身体障害者福祉法第 １ ７ 条の ３ ２ 第 １ 項に規定する国立施設又は法第 ５ 条第 １ 項に

規定するのぞみの園において施設障害福祉サービスを提供する場合における これらの施設の建物について 、 第 ６ 条第 ２ 項の

規定を適用する場合においては 、 同項第 ２ 号ハ中 「 ９ ． ９ 平方 メ ー ト ル 」 と あるのは 、 「 ６ ． ６ 平方 メ ー ト ル 」 とする 。  
２  施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場

合における これらの施設の建物について 、 第 ６ 条第 ２ 項の規定を適用する場合においては 、 同項第 ２ 号ハ中 「 ９ ． ９ 平方 メ

ー ト ル 」 と あるのは 、 「 ４ ． ４ 平方 メ ー ト ル 」 とする 。  
３  施行日において現に存する指定身体障害者更生施設若し く は指定特定身体障害者授産施設であっ て旧身体障害者更生施設

等指定基準附則第 ２ 条第 １ 項若し く は第 ４ 条第 １ 項の規定の適用を受けている もの又は指定知的障害者更生施設 、 指定特定

知的障害者授産施設若し く は指定知的障害者通勤寮であっ て旧知的障害者更生施設等指定基準附則第 ２ 条から第 ４ 条までの

規定の適用を受けている ものにおいて 、 施設障害福祉サービスを提供する場合における これらの施設の建物について 、 第 ６
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条第 ２ 項の規定を適用する場合においては 、 同項第 ２ 号ハ中 「 ９ ． ９ 平方 メ ー ト ル 」 と あるのは 、 「 ３ ． ３ 平方 メ ー ト ル 」

とする 。  
（ ブザー又はこれに代わる設備の経過措置 ）  

第 １ ８ 条  施行日において現に存する指定身体障害者更生施設 、 指定特定身体障害者授産施設 、 指定知的障害者更生施設 、 指

定特定知的障害者授産施設 、 指定知的障害者通勤寮 、 精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福

祉サービスを提供する場合における これらの施設の建物については 、 当分の間 、 第 ６ 条第 ２ 項第 ２ 号 ト のブザー又はこれに

代わる設備を設けないこ とができ る 。  
（ 廊下幅の経過措置 ）  

第 １ ９ 条  施行日において現に存する指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービ

スを提供する場合における これらの施設の建物について 、 第 ６ 条第 ２ 項の規定を適用する場合においては 、 同条第 ２ 項第 ８

号イ中 「 １ ． ５ メ ー ト ル 」 と あるのは 「 １ ． ３ ５ メ ー ト ル 」 とする 。  
２  施行日において現に存する指定知的障害者通勤寮 、 精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福

祉サービスを提供する場合における これらの施設の建物については 、 第 ６ 条第 ２ 項第 ８ 号の規定は 、 当分の間 、 適用し ない 。  
３  施行日において現に存する指定身体障害者更生施設 、 指定身体障害者療護施設 、 指定特定身体障害者授産施設 、 指定知的

障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合における これらの施設の建

物については 、 第 ６ 条第 ２ 項第 ８ 号の規定は 、 当分の間 、 適用し ない 。  

 
附  則 

（ 施行期日 ）  
第 １ 条  この省令は 、 平成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日から施行する 。  
 

附  則 
この省令は 、 平成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日から施行する 。  

 
附  則 

この省令は 、 平成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日から施行する 。  

 

 


